
2025 年 10 月吉日 

各 位 

 

株式会社 山口銀行 

 

消費者ローン契約規定の改定について 

 

 当行では、個人ローン契約にかかる消費者ローン契約規定を一部改定いたします。 

改定対象となるローン契約および改定内容は以下のとおりです。 

 

１．改定対象となる規定 

 ・「消費者ローン契約規定〔Ａ〕（2020 年 4 月 1 日制定）」 

 ・「消費者ローン契約規定〔Ｂ〕（2020 年 4 月 1 日制定）」 

 

２．本改定の対象となるローン契約 

2025 年 5 月 22 日以前に締結されたローン契約に適用されます。 

 

３．改定内容 

別紙「消費者ローン契約規定〔Ａ〕〔Ｂ〕新旧対比表」のとおり。 

改定後の規定は、2025 年 5 月 23 日以降に締結されたローン契約に適用されている

「消費者ローン契約規定〔Ａ〕（2025 年 5 月 23 日改訂）」または「消費者ローン契約

規定〔Ｂ〕（2025 年 5 月 23 日改訂）」（以下、あわせて新規定といいます）と同じ内

容となり、本改定の効力発生日以降は新規定を適用するものとします。 

 

４．効力発生日 

2026 年 4 月 1 日（水） 

 

※改定後の規定（新規定）は、当行ホームページ定型約款（規定・特約）に掲載されて 

おります。 

 

 

以 上 
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                                      （下線部：改定箇所） 

条項等 改訂後 改訂前 

第 4 条 
（利率の 
変更） 

＜記載省略＞ 
 
４．利率は、借主が選択した下記①から⑥の金

利変動方式にもとづき、下記のとおり変更
されるものとします。 

①変動金利（住宅ローン基準金利・双方向型）
の利率の変動 

イ．（中略） 
ロ．（中略） 

ハ．固定金利の適用 

a．（中略） 

b．（中略） 

c．（中略） 

d．（中略） 

e．（中略） 

f．変動金利から固定金利へ変更する場合に

は、借主は、銀行がホームページに掲載す

る所定の手数料を支払うものとします。 

なお、銀行が手数料を変更するにあたって

は第30条の規定を適用するものとします。 

g．（中略） 

 
＜記載省略＞ 

＜記載省略＞ 
 
４．利率は、借主が選択した下記①から⑥の金

利変動方式にもとづき、下記のとおり変更
されるものとします。 

①変動金利（住宅ローン基準金利・双方向型）
の利率の変動 

イ．（中略） 
ロ．（中略） 

ハ．固定金利の適用 

a．（中略） 

b．（中略） 

c．（中略） 

d．（中略） 

e．（中略） 

f．変動金利から固定金利へ変更する場合に

は、借主は、銀行がホームページに掲載す

る所定の手数料を支払うものとします。 

なお、銀行が手数料を変更するにあたって

は第29条の規定を適用するものとします。 

g．（中略） 

 
＜記載省略＞ 

第 10 条 
（繰り上げ 
返済） 

＜記載省略＞ 
 

３．借主が繰り上げ返済をする場合には、銀

行がホームページに掲載する所定の手数

料を支払うものとします。 

なお、銀行が手数料を変更するにあたっ

ては第30条の規定を適用するものとしま

す。 

 
＜省略＞ 

＜記載省略＞ 
 

３．借主が繰り上げ返済をする場合には、銀

行がホームページに掲載する所定の手数

料を支払うものとします。 

なお、銀行が手数料を変更するにあたっ

ては第29条の規定を適用するものとしま

す。 

 
＜省略＞ 
 

第 12 条 
（期限前の
全 額 返 済
義務） 

＜省略＞ 
 
２．次の各号の事由が一つでも生じた場合に
は、借主は、銀行からの請求によって、ロー
ン契約による債務全額について期限の利益
を失い、ローン契約借入要項に定める返済方
法によらず、直ちにローン契約による債務全
額を返済するものとします。 

 
①（中略） 
②（中略） 
③（中略） 
④（中略） 
⑤（中略） 
⑥借主が第 29 条に定める承諾の取得を怠った
とき 

⑦連帯保証人に前項または本項の各号の一つ
でも該当の事由が生じたとき 

⑧前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化
が生じるなど、元利金（損害金を含むものと
します。）の返済ができなくなる相当の事由
が生じたとき 

 

＜省略＞ 
 
２．次の各号の事由が一つでも生じた場合に
は、借主は、銀行からの請求によって、ロー
ン契約による債務全額について期限の利益
を失い、ローン契約借入要項に定める返済方
法によらず、直ちにローン契約による債務全
額を返済するものとします。 

 
①（中略） 
②（中略） 
③（中略） 
④（中略） 
⑤（中略） 
⑥連帯保証人に前項または本項の各号の一つ
でも該当の事由が生じたとき 

⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化
が生じるなど、元利金（損害金を含むものと
します。）の返済ができなくなる相当の事由
が生じたとき 

 
 
 

消費者ローン契約規定〔A〕〔B〕 新旧対比表 
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条項等 改訂後 改訂前 

＜記載省略＞ ＜記載省略＞ 

第 23 条 
（報告およ
び調査） 

＜記載省略＞ 
 
３．借主は、本ローン契約により取得した資産

について、借入契約期間中に使用目的・用
途を変更した場合は、銀行に報告するもの
とします。 

＜記載省略＞ 
 
─── 
 

第 29 条 
（資金使途
変更時の 
取扱） 

借主は、本ローン契約による借入金およびこ
れによって取得した資産は銀行に申告した使
途に使用するものであり、銀行の承諾を得る
ことなく、借入期間中に当該使途を変更しま
せん。借主が当該使途の変更を希望する場合
は銀行に届け出し、銀行所定の手続きが必要
になる場合は当該手続きを直ちに行い、銀行
の承諾を得るものとします。 

─── 

以下、条項 
番号を繰り
下げ 

第 30 号（本規定の変更） 
 
第 31 号（準拠法・合意管轄） 
 

第 29 号（本規定の変更） 
 
第 30 号（準拠法・合意管轄） 
 

（参考資
料）「消費者
ローン契約
規定」 
用語解説 
 

＜省略＞ 
 
３９．準拠法・合意管轄〔規定第 31 条〕 
 
＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 
３９．準拠法・合意管轄〔規定第 30 条〕 
 
＜省略＞ 
 

以 上   


